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【凡例】

この報告轡は、自治体の職員が主要な魏者であることから、文献の引用を避け、正確

な発言者名の明示などもわずかに限り、極力読みやすいものにするように心がけた。ま

た紙幅の制約から、現地調査を行ったイギリスの３つの自治体連合組織について、およ

びドイツの自治体連合組織が加盟しており近時非常に大きな比重を持ちつつあるヨーロ

ッパ規模ならびに世界的規模の各種の自治体連合組織の機榊や活動についても全面的に

割愛した。自治体連合組織の成立史を始めとする歴史的考察は、日本のそれと比較する

点でもきわめて函要であるが、本書ではこの点についてもほぼ全面的に省略した。巻末

の参考文献リストも最小限のものを一括して褐記するにとどめ、欧文文献はすべて割愛

した。

本轡中のドイツ側関係者の発言の中に出てくるデータ（特に旧東ドイツ関係の人口や

両ドイツ地域の自治体数など）は、正確でない場合や不統一の場合がある。しかし、そ

れは発言者本人の誤認､発言時点と本書で公式に利用する統計の集計時点とのギャップ、

東ベルリン地区の算入・非算入など種々の事憎によるもので、本人の発言である以上、

箪者が修正を加えることは避け、場合によってはカッコ蟹きの中で注を付した。

ドイツ･マルクは、1986年から1992年の調遜期間においては概ね１マルクにつき80円か

ら86円の間であったが､報告轡執箪時点では63円～72円程度となり、その差は非常に大き

い。本書では調杢全期間の平均的な値いとして１マルクを80円で換算することとした。



はじめに

当協会は、皆様の暖かいご支援とご協力のもとに、地域振興のための調査研究、各種

研修、情報提供などの諸事業を積極的に実施しているところです。

その一環として市町村が抱える共通の政策課題を取上げ大学等の研究機関や専門家に

委託して調査分析をし、その結果を市町村の施策に役立てることを目的とした地域振興

政策課題調査研究事業を実施しております。

この報告瞥は、北海道大学木佐茂男教授のご協力を得て、自治体連合組織の活動に伝

統を有するドイツについて、その歴史、組織及び活動の実情を調査分析したものです。

今後の市町村組織の在り方について、長期的及び短期的な視点からの改善策を探ろう

とするものであり、参考資料としてご活用いただければ幸いです。

平成７年３月

財団法人北海道市町村振興協会

理事長今Ｊ１喜一一
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【璽要訳語・略鰭一覧】

Beigeordneter部長（小規模の組織では課長と訳した方が実感に近い場合もある）
CSUキリスト教社会同盟（CDUのバイエルン州にある友党）

CDUキリスト教民主同盟

Dr・博士

Gemeinde市町村

Gemeindetag市町村会織

HauptausschuB中央委賞会（例外的に別の訳をした）

Hauptsammlung総会

ＨRef主任担当官

KommunalerSpitzenverband自治体連合組織

Kreis郡（都市である郡と農村部の郡を含む）

Lzmdkreis郡（郡と同格の市を除く。ラントクライスとも表示）

Landkreistag郡会議

Pr2sidiInm理事会（例外的に別の訳をした）

Referent(Ref.）担当官

ＳＰＤ社会民主党

Stadtetag都市会議

Stadte-undGemeindebund市町村連盟

Ｓ道dte-undGemeindetag市町村会議

Vollversammlung総会

Vorstand理事会

【州名の略鬮】

（旧東ドイツ）という表示のないものは、旧西ドイツの11州

Ｂ－Ｗバーデンーヴュルテンペルク

Bayバイエルン

ＢＩｎベルリン

Braプランデンプルク､(１日東ドイツ）

Ｂｒｅブレーメン

Ｈａｍハンブルク

Ｈｅヘッセン

Ｍ－Ｖメクレンプルクーフォアポメルン（旧東ドイツ）

Ｎｄｓニーダーザクセン

Ｎ－Ｗノルトラインーヴェストファーレン

Ｒ－Ｐラインラントープァルツ

SaaT1ザールラント

Ｓａｃｈザクセン（旧東ドイツ）

Ｓ－Ａザクセン＝アンハルト（旧東ドイツ）

Ｓ－Ｈシュレスヴイヒ＝ホルシュタイン

(在来州）

－４－ 



ThUrテューリンゲン（旧東ドイツ）

【表１】

東西ドイツの人口（再統合の前と後）

東西ドイツ総計（1988年）

旧西ドイツ側（在来11州）（1988年）

旧東ドイツ側（現在の新５州）（1988年）

(1991年）7,998万人

(1991年）6,407万人

(1991年）1,591万人

7,812万人

6,145万人

1,677万人

【表２】

ドイツの行政管区（県）および自治体の数（1992年12月31日現在）

[旧西ドイツ地域］
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はじめに

１本報告書の課題
●●● 

「自治体連合組織は地方自治の弁霞士｣(地方自治法で著名な大学教授クネーマイヤー）

である。この報告瞥はこうした位置づけをされているドイツの自治体連合組織について

包括的な紹介をすることを目的とする。

ドイツにおける自治体連合組織の役割は、わが国のそれと比較してはるかに大きい。

日本の場合、地方公共団体関係の全国的な連合組織として全国知事会、全国都道府県識

会織長会、全国市長会、全国市識会議長会、全国町村会および全国町村職会議長会があ

り、地方６団体と総称されている。このうち、1947年(昭22)に町村行政の総合的連携機

関としてふさわしい名称にすることを目的として改称した全国町村会を別として、他の

５つの団体は、それぞれ首長または議長を榊成風とする組織である。ただ、全国町村会

にあっても、町村レベルに全国町村議会議長会が存在することから、議会をも含みつつ

町村それ自体を代表する連合組織という性格を持っていないし､地方自治法263条の３の

規定も町村会を町村長の連合組織であるとしている｡実際にも町村会が扱うのは町村長、

助役以下の執行機関の事務であり、議員関係の行事（例えば織圖研修）まで実施してい

るわけではなく、その点で、市長会と異なった部分はほとんどない。

これに対して、欧米の自治体連合組織は首長や議長の連合組織という性格を持たず、

自治体そのものの連合組織であり、この点はドイツでも同繊である。そこで、自治体連

合組織において実務的に活動するメンバーは、加盟する自治体の制度が州ごとに異なる

こともあって、市町村長であったり、アメリカのシティ・マネージャーに相当する支配

人（総務局長・部長（OberdirektorまたはDirektor)）であったり、名誉職で活動する

磯貝または議長であったりする。

このような基本的な違いを持つドイツの自治体連合組織は、同国の公共的な生活の中

で極めて大きな地位をしめ、大きな役割を果たしている。自治体の諸利害を立法と行政

に反映させることのみならず、連邦制システムの円滑な機能促進のためにも機能してい

ることに、その特徴がある。このことは、行政法学の大家であったフォルストホーフが

その行政法の大著の中で言及しているところでもある。わが国では自治体連合組織につ

いて触れた研究、論文はかなり稀であるが、ドイツにあってはこれのみをテーマとした

大著を始め、鎗文に至っては枚挙に暇がない。それは社会の中で果たしている自治体連

合組織の役割の大きさに対応してのことと思われるが、例えば連邦全土の大学で用いら

れるどのような行政法のテキストにも自治体迎合組織に関する－項目があり、また各州

の司法試験用（従って、通常の法学部の）テキストにおいてもかなり詳細な脱明が加え

られている。最近ではすべての教科書において、国内連合組織のヨーロッパ統合との関

わりについても書かれている。公務員向けの概説瞥においても同様である。

この報告書では、戦前に関する部分については、全ドイツが含まれるが、戦後の発展

については、1990年の再統合に至るまでは、旧西ドイツ地域(在来州)が対象である。も

っとも、再統合以降にあっては、旧東ドイツ地域（｢新５州」と称されている）は地方自

治の再建途上にあるので、本轡の目的からして自治体連合組織の組織と活動という文脈
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の上で必要な限りにおいて言及するにとどめたい。

ところで、現在の日本で譲鎗されている地方分権論は、いわゆる受け皿論や個々の事

務・権限の委醸などの制度論にあまりにも比、が題かれており、次第に関心が轍しつつ

あるとはいえ、全体を通じてみたときには地方自治を支える人や心鱒え、地方自治の糖

神鯛造、､協力をして行うべき地方自治の運営などの問題に配慮した文献・議論は多くは

ない。

本報告書の背景となっている外国調在の目的意識は一貫して、地方自治を支える糖神

がどこにどのように術わり、誰によって担われているか、ということであり、この点を

ドイツの自治体連合組織に即して紹介・検討しようとするものである。

日本でも、これまで個々の地方公共団体は、その公益に関する事件につき意見響を関

係行政庁に提出することができたし（地自99条２項)、1993年の地方自治法の改正により

意見提出権が法制化され、かねて論議されていた自治体連合組織の国政参加制度が一定

程度実現されるに至った。法律レベルの改正による点では、以下に見るドイツの自治体

による国政参加システムを凌薊する感もある。問題は、それが今後実質的にどのように

機能するかである。もとより、自治体連合組織の職務・機能はこの国政参加問題にとど

まるものではなく、きわめて広く及ぶ。自治体連合組織は任意の団体であって、その活

動内容や活動方法が憲法や法律で要求されているものではない。しかし、外国の事例を

検討する中で、自治体連合組織のより好ましい姿が浮き彫りになることが期待される。
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２鯛査の時期、内容および方法

（旧西）ドイツの自治体連合組織については、1986年から1992年まで毎年種々の行政機

関・団体、関係組織で行ったヒアリング調査とその際に収集した第一次資料を中心とし

て紹介する。本報告瞥は地方自治の制度と実務に関する全調査内容のごく－部を扱うも

のであり、直接に自治体連合組織に関することにほぼ限定している。しかし本報告轡で

扱われていない自治体そのものの行政組織や蔀務執行のスタイルを読者が多少なりとも

類推できるよう配慰をした。結果として、日本の同種組織の統一性・一律性・従属性と

いった性格に対して、ドイツの自治体連合組織が持つ多様性・雑多性・個性・専門性・

科学性・効率性といった特徴が明らかとなろう。

３報告轡の榊成

以下においてドイツ連邦共和国の自治体連合組織を取り上げるに先立ち、同国の地方

自治について予備的知織を記しておくことが有益であると思われるので、第Ｉ章におい

て憲法上の地方自治保障やヨーロッパ規模の地方自治との関係も含めて、多少の脱明を

加えておくことにしたい。第II章では「自治体連合組織の概要」を、第Ⅲ章では「自治

体連合組織の運営」について具体的に紹介する。第Ⅳ章では、本調査研究の委託者が北

海道市町村振興協会であることに鑑み、北海道ともっとも比較しやすい条件のあるニー

ダーザクセン州をとりあげ、その市町村連盟（おおむね町村会に相当する）に焦点を当

てて、その組織と活動についてより掘り下げた紹介をしたい。

ドイツの自治体連合組織のうちで最大規模を誇るドイツ都市会鱗については、すでに

翻訳による紹介があるので、同書と重複する記述は極力避けることにしたい（後掲、シ
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１ネル（炭田訳）「ドイツ都市会議」参照)。

本報告書では、第II章と第Ⅲ章の比重が大きくなっており、そこでは日本との比較で

筆者が重要と考えている事項を詳細に扱っているが、かえって読者には読みづらいかも

しれない。そこで、まず「はじめに｣、第Ｉ章、第Ⅳ章および「おわりに」を読んだあと

で関心のある項目を第II章と第Ⅲ章から拾い読みしていただくのも１つの方法であろう。

－８－ 



●
■
■
■
１
１
９
口
Ⅱ
Ⅱ
ｐ
Ｈ
ロ
Ⅱ
ｑ
Ｐ
ｌ
・
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
－
Ｌ
１
Ｕ
・
Ｐ
ｉ
Ｉ
１
ｖ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
１
Ｉ
Ｂ
０
Ｊ
０
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
・
ｊ
Ｉ
９
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
ｌ
９
Ｊ
‐
Ｉ
０
Ｉ
ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
－
１
１
－
Ｉ
Ｉ
６
↓
－
卜
■
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｂ
１
０
■
６
０
■
Ｏ
Ｐ
０
０
Ｉ
０
０
ｒ
８
０
９
Ｉ
■
■
Ｈ
１
８
Ｊ
ｆ
Ｐ
０
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
ｆ
ｌ
Ｂ
ｒ
Ｉ
０
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｏ
６
Ｉ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
■
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
０
■
１
０
１
Ⅱ
７
１
１
０
４
１
０

Ｉドイツの地方自治制度

１地方自治制度の概観

（１）連邦制と憲法による地方自治保障

ドイツには、後述するように、少なくとも３つの全国的自治体連合組織があり、各州

に州レベルの多数の自治体連合組織がある｡連邦と州のいずれのレベルをとってみても、

後述の通り、組織の名称、会員資格、各種組織内機関とその名称、組織機織、活動分野、

事務局所在地など、ほとんど一致するところがない。州によっては組織の数さえ異なっ

ている。このような多様性こそが、ドイツの自治体連合組織の全体を通ずる特色である

が、他方で、その活動が憲法で保障された地方自治を実現するためのものであることに

ついての意識の強さには驚くべきものがある。まず、こうした多様性と自治意識の強さ

を理解する前提として、以下にコメントをしておく。

【図１】ドイツ道邦共和国
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ドイツは連邦制国家であって､1990年10月の再統一をもって１日西ドイツの11州(在来州）

に旧東ドイツから５州が加わった（【図１】参照)。ちなみに、「連邦制」国家であること

から、これらの州も迦邦もともに「国」としての法的地位を持つ。地方自治に関するこ

とは、州の事項であり、日本の憲法に相当する基本法(1949年制定)の第28条第２項にお

いて、憲法上の保障が与えられている。

ドイツの地方自治の憲法による保障について整理しておこう。日本で地方自治が憲法

において保障されたのは戦後のことであり、戦前には憲法の上でこの保障を冠くべきで

あるという議譲は皆無ともいうべき状況にあった。ドイツの場合､１９世紀前半から、特に

資本主義が早くから発達した南ドイツの地域で地方自治の憲法上の保障の問題は鶴じら

れてきた。特に、1848年の三月革命を契機として、地方自治と民主主義を基礎とする憲法

規定が一時期定められたことがあった。これは、しかし、その後の復古期において施行

されるには至らなかったが、地方自治発展の重要な礎石となるものであった。その後、

1919年にヴァイマール憲法の127条において地方自治が保障された。ただし、この規定は、

国民の基本権（基本的人権）の章に含まれていて、単に人の「自由」の１つとして市町

村の自治があるという綱成になっていた。都道府県や郡といった中間の団体の地方自治

は、この憲法では視野の中になかったのである。言い換えれば今日のように統治機綱の

一環として地方自治を考えるというところまでは至っていなかった。もっとも上述の三

月革命の時期の民主派の人々の地方自治案はこうした人櫓の－部という発想ではなく、

民主主義を徹底して下から瀬み上げるという観点に立ったものであったが、法律として

成立するには至らなかった。逆に、現在の日本の地方自治保障（第８章）は、ヴァイマ

ール憲法の規定より進んだ内容を持つものであるが、十分な歴史的蓄薇を持たないまま

敗戦後の占領軍の影響下で設けられたものであり、保障規定を実質化する条件がなお欠

けていたという点で両国には興味深い違いがある。

さて連邦憲法にあたる基本法の28条第２項は、「市町村に対しては、法律の範囲内にお

いて、地域的共同体のすべての事項を、自己の責任において規律する権利が保障されて

いなければならない。市町村連合もまた、その法律上の任務領域の範囲内において、法

律の基準に従って、自治権を有する｡」と定めている。日本の地方自治と比較して予め２

つの大きな違いに注目しておく必要がある。第１は、日本の憲法が第92条で｢地方自治の

本旨」に基づく自治を保障しているのに比べてドイツの場合にはそのような歯止めがな

いことである。第２は、ドイツの憲法は「地域的共同体のすべての事項を、自己の責任

において規律する権利」を保障しているものの、法理論の上では、自治体は行政組織に

過ぎず、地方議会は一種の行政機関に過ぎないと理解されていることである。そのため、

日本の行政事務条例のような権力的規制（地方自治法第14条5項参照）は、連邦または州

の個々の法律の授権をまって初めて行うことができる。こうした点だけを比較すると、

日本の自治体の方がはるかに憲法上も地方自治法上も強力な自治の保障を受けていると

いうことになる。

なお、1993年11月５日付けで、憲法問題合同調迩会は般終報告をまとめ、２８条２項の第

３文として「自治の保障は、財政上の自己責任の基盤をも包括する」という文言を追加

した。これは、その後、連邦議会および連邦参識院を通過し成立した。自治体連合組織

は、より具体的な保障規定を対案として提出していたが、受け入れられるところとはな
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らなかった。

以上のような連邦憲法による保障のほかに、各州の憲法がそれぞれ地方自治を保障し

ている。また、新５州の股新憲法では在来州の憲法以上に詳しく地方自治を保障する規

定をおいている。こうした連邦レベルと州レベルにおける保障は、ヨーロッパ全体を見

渡したときもっとも手厚いものということができる。

ここで、憲法問題をもっぱら扱う最高裁である連邦憲法裁判所が地方自治についてど

のような基本的姿勢を示しているかを示す裁判例を紹介しておく。後にも紹介するいわ

ゆるラステーデ町事件に関する1988年の股高裁決定である｡これは､廃棄物処理事務を小

規模市町村から郡の権限とした州の法律の合憲性を扱ったものである。判決は、結露に

おいては、その法律が、改めて町村が事務処理権の再移鰹申鏑を行い麗可がなされれば、

郡に移ったその事務を再度行うことができると定めている事惰に着目して、権限を失っ

た町の憲法異繊の訴えを棄却した。しかし、判決理由の中で地方自治の重要性を強調し

ており、この点は高く評価されている。判決中、地方自治の基本的原則について述べた

部分の骨子は以下のようである。

「憲法制定者は分権的行政を強化してナチス体制時代の逆行的な築梅主義的傾向に対

処しようとした.また制定者は、ｒ下から上への民主主義の瀧築』という意味において民

宇羊義の胚細胞であり独裁に抵抗するには一番のものであるゲマインデ（市町村）を信

頼して憲法を定めたのである｣。「地方自治法制とその現実は、官僚主義的権威主義的要

素を排除し市町村民の自己規定権という考え方に高い価値を与える傾向が支配的である｣。

「憲法制定者は連邦レベルでは直接民主主義的な要素の導入を差し控えたが、この抑制

は、ゲマインデという地域レベルでは、共同体の事項に対する効果的な参加を市民に可

能にする自治という実際の責任を伴った制度を通じて補われている｣。

その後連邦憲法裁判所は、別の判決においても、同様の趣旨を述べ、地方自治の意義

を重視する見解を示している（1993年10月29日のゴルデンシュテット町事件決定)。

(2)地方自治制度

【図２】

譽幟航丁::IWWI=liiHI:JfWl……
（燕3）

（蕊4）

（行政共同体）（燕5）

(賎1）ベルリンとハンブルクは州の地位を持つ都市。ブレーメンは２つの市からなる都市川。

(蕊2）バイエルン州でのみ自治体としてのIRL･他の多くでは州の広域的行政区。

(蕊3）行政区には住民の代表機関が設けられていることが多い。

(巌4）必趾団体ではなく、州により名称は典なる。基幹的行政事務を共同処理。
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(巌5）任意股冠。公HE法により選出される畿会が冠かれる。

旧西ドイツの地方自治iiII度は州毎にかなりの違いがある。大きくは、旧プロイセンの

影響、戦後アメリカ占領軍の影響、かつてのフランスの影響、戦後のイギリス軍の影響

などにより４つの類型に分けられる。本報告轡との関係では、その詳細に触れる必要は

必ずしもないが、全体として日本のように議会と執行機関が相対立するという榊造をと

る制度はないといってよい。首長の公選制を採用する州では首長が議会の識長を務めた

り、首長公選制のない州では職会が首長を選任したりと、両機関の間には密接な関連が

ある。歴史的事憶もあって首長の連合組織と議長の連合組織が別個に存在するというこ

とはまったくなかった。この点は、わが国の地方６団体と比較して、決定的に異なる点

である。なお、アメリカのシティ・マネージャー（支配人）制と同じく、自治体の行政

部の統括責任を持つ人が直接に住民から選ばれないという制度が人口規模で最大のノル

トラインーヴェストファーレン州と北部にあるニーダーザクセン州でとられている、こ

れは戦後、イギリスの制度の影響下で採用されたものであるが、政治責任を問われない

者が最高の行政責任者であることから多々問題が生じ､1980年代には両州とも廃止の方向

で議護が進められてきた。左派の社会民主党(SPD)が政権を持つノルトラインーヴェス

トファーレン州でも内務大臣(SPD)はこの方向で多大の努力をしてきた。しかし実際に

マネージャーの地位を持つ総務局（部）長が同州では自治体の多数派の社民党の党籍を

持っていることが少なくないために、自治体自身による抵抗があって実現しない状態が

続いている。

なお、わが国では都道府県と市町村の２層制であり、これらはともに普通地方公共団

体である。これに対してドイツの自治体組織は【図２】の通りであり、やや複雑である。

規模の大きな市が郡（クライス）と同格の市であり、郡および郡長に配分されている権

限を市および市長が執行できる。その他の市町村はいずれかの郡に所属する。この市町

村を含む非都市的な郡をラントクライスという。郡はかなり大きな役割を持っている。

郡はかつて国の出先機関としての機能が強かったが、今日ではその機能も持ちながらも

主要な側面は自治体であると解されている。その分だけ、個々の小規模市町村の事務量

は限られたものであり、行政当局の職員数も日本と比較すると非常に少ない。しかし、

実際に人口１万人台や千人台の小規模な町村を訪ねて受ける印象では、小さな樋限であ

りながら出来ることをフルに活用・実施している。

小規模な市町村が多いことに関連して３つのことをつけ加えておく必要がある。第１

に、日本の一部事務組合のように特定の事務を共同して処理するために目的組合(Zweck‐

verband)の制度がある。第２は、小規模町村の行政事務処理を一元的に行うための自治

体が設置されている州が少なくないことである。これは、自治体の－種と言ってよく、

法人格を持ち、公選制の識会も置かれる。逆に榊成町村の事務はかなり小さな範囲のも

のになっている｡名称は､州によりさまざまであり(Verwaltungsgemeinschaft,Verbands-

gemeinde,Ａｍｔ,Samtgemeinde,Gemeindeverwaltungsverband)、法的位冠づけも州の間

で違いがある。本瞥では主としてニーダーザクセン州の例をとりあげるので、そこでの

用語であるザムト・ゲマインデ（Samtgemeinde）の直訳に近い連合ゲマインデという訳

語を用いるが、行政共同体、ゲマインデ連合などの邦駅例もある。榊成市町村がそれぞ

ｉ
ｉ
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れに統計の上では市町村としてカウントされている。第３は、人口１万人程度の町でも、

さらに合併前の村落単位で地区制をしきそこに公鰄選挙法を適用して織成される公選議

会を置いている例が少なくないことである。こうして、第２のケースと第３のケースの

違いがあまり目立たない場合がある。

なお、県の制度は一般的ではなく、多くの州では州行政の総合出先機関としての位置

づけであり、行政管区とでも訳した方がよいが、バイエルン州のみは地方自治体でもあ

る。後述のようにバイエルン州の県や広域的事務組合組織が結成している全国的な自治

体連合組織があるが、連邦全土の同種組織が加盟していないために、これを第４の自治

体連合組織と言うべきかどうかがやや問題となるのである。

（３）自治体規模の小ささと合併論の存否

最新統計により再統一後のドイツの人口と自治体数を示したものが【表１】【表２】で

ある（本書中に出る数字とギャップがある場合も見られるが、調査時点との本統計作成

時点との違いによるものである)。７０年代前後の大規模合併を経た後とはいえ、旧西ドイ

ツだけでも8,500を超える市町村数は､わが国と比較すると、極小自治体が非常に多いこ

とが示唆される。しかし、世界的規模で見た場合に、わが国の市町村は平均人口で38,000

人であり、イギリスを例外として、先進国の中ではけた外れに人ロ規模が大きい。わが

国ではなお広域合併鯰が絶えないが、ドイツでは極々の分野の関係者にヒアリングをし

た結果によれば、合併の推進論はまったくといっていいほど存在しない。

ノルトラインーヴェストファーレン州を例にとると、｢1,700万人の人口に対して全部で

396の市町村があり、町村クラスの平均人口は２万人である。バイエルン州ではそれより

人口が少ないのに2,000以上である。ノルトラインーヴェストファーレン州のこの規模が

最適であって、この州の自治体の行政力は全ドイツで最強である。青少年行政、社会行

政もこの州では市町村により行われている｡他の州では市町村事務化(Kommunalisierung）

されてはいない。ただいずれにしても旧西ドイツの地域ではおよそ広域合併篭はなく、

東ドイツ地域でのみ緊急に必要なだけである」という具合である［ドイツ市町村連盟事

務局広報・出版担当者ハベル]。

また、合併して腱生した自治体の中には「市町村の離婚」と称きれる再分離の動きが

見られる州もある。また合併自治体では、旧町村を区として制度化し、そこに公選法適

用の下で公選議会や区長を置き、ミニ自治体として日本の自治会・町内会とは別の形の

民主羊義を実施しているのが通例である。

郡についてもほぼ同様の指摘がなされているｂ「ラントクライスは区域改革により拡大

し、その橘限は機能改革により強化された。各州の県庁(Regierungsbezirk)にあった機

能が移譲された。北ドイツでは多くの事務が自治事務となった。特に、ニーダーザクセ

ン州やノルトラインーヴェストファーレン州のクライスのレベルでは自治事務のみにな

っている。ただし、警察事務などは郡支配人が機関委任事務として執行している」［同上

ハベル]。

ここで､旧西ドイツにおいて60年代末から70年代前半に行われた広域合併や事務再配分

の評価について要約的な指摘をしておこう。学術論文等では合併やそれに伴う事務の自

治体への再配分が不十分であったとの指摘が少なからず見られる。しかし、実際に現場
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の公務員や自治体迎合組織関係者と話をすると、これとは異なった回答が聞かれる。一

般的に言えば、「区域改革後のいわゆる機能改革（事務再配分のこと）によって多くの事

務が町村に移譲された。ゲマインデは、市民や企業に身近なところで仕事ができるよう

に、州およびクライスから多くの事務を得た。地方分権化(Dezentralismus)の強い傾向

がある。可能な限り身近なところで決定できるように下への移鰻が行われている」[代表

例：同上ハペル］という見解がヒアリングの限りでは多かった。なお、旧東ドイツの市

町村の広域合併については後述する。

（４）国と自治体との関係

ドイツには、一見すると戦前の日本のような自治体監督制度がある。この「監督」と

いう言葉からは国と自治体の間での有無を言わさぬ上下関係がイメージされるが、現実

にはそれは法に基づく行政を担保するための１つの技術となっている。シュヴァルツヴ

アルト（黒い森)にある人口1,500人の山村の村長ベールは、「現在の村と郡や州の関係は

パートナー・シップの関係にある」と、事もなげに述べた。同じことは保守王国バイエ

ルン州で反核運動を担う代表的人物であるシユヴァンドルフ郡の郡長シュイーラーも述

べていた。すなわち、民主主義と法治主義の鐵理的帰結が自治体監督制度である、とい

うのである。バイエルン州の県迎合の事務局長ドゥラフは、各級の自治体相互の関係を

どう基本的に認鐡しているかについて、「現在では県、郡、町村が上下関係ではなく役割

を分かちあう並列関係にあることが重要であると思う」と述べたが、これも同一の趣旨

を示すものである。

今日では、民主政治が定藩して、相互の信頼関係はかなり強いものとなっている。例

えば､パーデンーヴュルテンペルク州では1969年から73年にかけて設けられた「自治体と

国の行政改革のための委風会｣においては自治体代表もメンバーに加わり、1977年と86年

の地方財政調整法の抜本改正､1979年の地方選挙法の抜本改正の際には､州と自治体が同

数の委員を出して起草作業をし、その提案はほぼ完全に政府および州麟会によって採用

されている｡1977年から78年の石油ショックに相前後する景気後退期には､両者からなる

共同節減委鼠会が多数の節減措置、簡素化措置を提言した。また、州側は大臣と局長、

自治体側は州自治体連合組織の会長と事務長が同数参加した｢州一自治体委員会｣は1981

年と82年に､識長を両者で交代しながら｢州行政機関と自治体行政機関の共同作業のため

の州政府の原則」を作成したが、これは自治体にとってきわめて好ましい内容のものと

評価されている。

なお、わが国では財政調整制度は自治省によっていわば一元的に行われているが、ド

イツの場合、連邦政府は州間の財政調整の権限を持ち、個々の州の内部での自治体間の

財政調整については州政府が所管する。そしてさらに、郡内部の小規模市町村について

は郡が調整機能を発揮することもあって、財政鯛整自体もいわば分権化されており、こ

の点にも自治の強さを見ることができる。

（５）徹底して錯綜した団体関係

わが国では、組織・団体への加入関係も一定の物差しにより事実上厳格な仕切りが設

けられているのが通常であり、建て前においては任意加入であっても実際には全機関が
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加盟するなどの実態が見られる。これに対して、ドイツでは、以下に見るように、個々

の自治体の判断により、非加盟も可能で、重複加盟も許され、そうした実例も珍しくな

い。すでに言及した組織名や機関名の不統一（これは日本でも見られるが）に加えて、

加入状況と加盟機関の相互関係等にはかなり錯綜したものがある。いうなれば１つのヒ

エラルヒーがない。しかしそれこそが地方自治の結果であると考えられている。その分、

実際に各自治体連合組織や各自治体に直接にアクセスし、生の現実を調べないと誤解を

招きかねないことが多い。

２地方自治の政治風土

（１）農村や都市郊外の政治風土

旧西ドイツを見たとき、中･西部（Ｈｅ州、Ｎ－Ｗ州）や北部（Bre市、Ｈａｍ市）などで

革新性が強かった。股近ではベルリン市、ニーダーザクセン州、シュレスヴイヒ＝ホル

シュタイン州で社民党政権または社民党・緑の党などとの連合が艇生し、めまぐるしく

政権交代が見られる。赤い州であったへツセンは黒い州（CDU）政権となったりしてい

る。南部の２州(Bay州、Ｂ－Ｗ州)が強固な保守基盤に支えられてきたのは事実である。

しかし、個々の州内部の事情を見ると日本の常識はまるで通用しない。

第１に、田舎の方が、知識人が多く住み、革新系であることも多い。例えばヨーロッ

パ的規模、世界的規模で活躍するジャーナリストが国境の小さな寒村に住んでいるとい

うのは決して珍しくない。報告者（木佐）の知人には比較的高学歴の人（行政官、裁判

官、ジャーナリスト、研究者等）が多いが、ほとんど例外なく郊外の緑豊かな地域、小

さな町や村に住んでいる｡郡レベルの選挙結果を見ると、1992年の時点でＳＰＤが多数派

となっている州は､郡制度のある13州のうち６州である｡郡という言葉から受ける日本で

のイメージとは異なって、これらの地域では「市民発案（イニシアティブ）の行動やそ

の他の市民参加を強く行う傾向がある」［Nds州市町村連盟事務局長ハーック]。

（２）全体的な自治意織の強さと地方自治に関する啓発活動

わが国でも地方分権という言葉が次第に多くの人に使われだしたが、なお「権限」を

「地方」に移す、という意味合いに過ぎないことが多い。「地方自治｣、とりわけ「自ら

が治める」という「自治」が日常的に自治体関係者により語られ実践されているか、と

いうと疑問がないわけではない。これに対して、ドイツの自治体関係者や市民のロから

聞かれる「自治」意織はきわめて強いものである。

その一端を自治体連合組織に即して紹介するのが本報告轡の役割であるが、ここで、

地方自治およびその重要性に関する知鐡が公務賞はもとより－段市民に普及している事

１Ｗを理解するために、連邦や州が実施する政治教育について簡単に触れておこう。以下

にも言及するように､各州には政治教育センター(LandeszentralefUrpolitischeBildung）

が設置されており、ここではきわめて多様な出版物が出されている。手元にあるノルト

ラインーヴェストファーレン州のセンターが刊行した簡単な解脱付きの自治法、ニーダ

ーザクセン州センターが多数の地方自治関係者の協力を得て出版した地方自治解説瞥、

ラインラントープァルツ州のカラフルでモダンなデザインや図版を駆使した「わたした

ちの市町村』（全93頁)などを見ると、政府関係機関自体がさまざまな媒体を通じて市民
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に（日本では難しいとして敬遠されそうな）法律規定そのものを含めて地方自治の意義

を分かりやすく説こうとしていることが見て取れる。もっともこうした対応は、このセ

ンターのみの仕事ではなく、例えば連邦政府の広報局（Presse-undInformationsamtder

Bundesregiemng）も「地方自治民主的社会的連邦国家の基礎』という92頁に及ぶ冊子

を用意し各州の自治制度の違いを含めてかなり専門的な情報を提供している。州レベル

でも役所の窓口で簡単に入手できる資料がある。例えば手元にあるバイエルン州財務省

が刊行する「自治体財政綱整のＡＢＣ」という冊子の第４版(1983年､120頁)、第５版(1989

年、108頁)は、自治体間の財政調整システムを市民に分かりやすく説明している。この

ように政府レベルで地方自治の意織向上に努める種々の策がとられていることは民主国

家のあり方として注目に値しよう。

（３）地方議会の鰯成

こうした「自治」意淑の強さは地方議貫の栂成や役割麗識にも及んでいる。彼らは、

ロ本と比較して平均年齢で10歳以上若く、高学歴であり、女性比率が高く、清廉である。

そもそも有権者資格は18歳以上であり、政治アンケート調杢などは16歳程度以上が対象と

なることから窺われるように、少年少女時代から自己自身の意見を形成するよう教育・

訓練がなされている。地方議会は無報酬の名誉職原則に立って運営されているが、譲会

はおおむね夜間に開催され、よほどの山間地を別とすれば、町村議会でも弁霞士・裁判

官・医師・学校教師・建築士などが多数議員となっている。裁判官は全国で500名以上が

地方議員を務めており、大学教授で市議会磯貝の人もいる。

（４）基礎としての政党政治

政党政治の実態は先進各国によっても異なっている。しかし、わが国よりも、個々の

市民・職員が支持政党を明確にし、そのこともあって、人事一般が政党政治化している

ことは否めない。わけてもドイツの行政を見る場合に、政党政治が基礎になっているこ

とに注意する必要がある。これには短所もあると思われるが、政治的党派性を秘匿した

まま中立性の仮面を被って行政が遂行されるよりは、はるかに透明度の高い民主政治が

行われているのは間違いない。この報告瞥においても、政党政治が自治体連合組織の運

営にもかなり影響を与えていることをかなり詳しく紹介せざるを得ない。もっとも、き

わめて小さな村ともなるとこの事憎はやや後退する。一般的には、国や自治体の各麺委

員会・審議会の委凰も政党比例、すなわち国政選挙または地方選挙の得票数に比例して

選任されると言ってよい。自治体の幹部職圖も政党比例原則に立って任用される州もあ

り、この場合には自治体行政が連立内閣制的な仕組みで行われることになる。なお、政

党の党凰であることが常に有利に作用するわけではなく、時々の政治的バランスにより

無党派の人が幸運を得ることも稀ではない。

（５）人事と幹部職風の仕事のスタイル

日独両国の地方自治のあり方に大きく影響しているのが公共部門における人事である。

ドイツでは公共部門･民間部門を問わず人事のあり方が日本と根本的に異なっているが、

この点こそIま、地方自治のみならず、両国の組織の機能や危機管理体制の相違を示して
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